
令和 5年 11月 

「市立伊丹病院薬剤部 薬剤師初任者研修プログラム」 

 

●薬剤師初任者研修プログラム策定の目的 

市立伊丹病院の理念を理解し、患者さんに安全で良質な信頼される医療を提供するため、知識、技能、

態度を総合して、医療者として自立した薬剤師の育成を目的とします。 

 

●教育方針 

医療現場で薬剤師として働く上で、「薬の専門家として人の役に立ちたい」といった想いを抱いている

と思います。市立伊丹病院薬剤部では、そうした気持ちを大切にし、患者さんに適切な薬物療法を提供

できるような薬剤師の育成に努めています。一人ひとりがやりがいや成長を感じながら、お互いを尊重

し、患者さんや病院、そして地域から必要とされる薬剤師の育成をめざします。 

 

●研修プログラム 

薬剤師初任者研修プログラムは、入職後１年間を目安に行い、「実務研修プログラム」と、「知識・技能

習得プログラム」の両者を並行して行っていきます 

「実務研修プログラム」では、薬剤部内の内規等を実務の中でOJTとして学習します。 

「知識・技能習得プログラム」は、担当の指導薬剤師のもとで定期的な面談を行い、社会人および医療

者としての基礎力の定着を図ります。 

 

・「実務研修プログラム」（２～３ヶ月） 

 

 

・「知識・技能習得プログラム」（１年間） 

「市立伊丹病院 新任薬剤師研修マニュアル」に基づいて、指導薬剤師との定期的な面談にて、以下の

内容を学習していただきます。 

１．新任職員の心構え 

２．病院・薬剤部の概要 

３．関係法規 

４．業務 



５．社会保障制度 

６．医療事故防止対策 

７．専門薬剤師制度 

 

●研修体制 

以下の教育体制で実施していきます。 

 

 

＜指導者＞ 

主幹：教育体制の全般を管理します 

統括（主査）：教育研修の進捗を管理します。 

指導薬剤師：直接的な指導を行います。理解度を確認するため、定期的な面談を行います。 

説明担当：個別の業務内容について説明を行います。 

 

●評価方法 

•基本的な指導は、指導薬剤師よりフィードバックを行います。 

•「実務研修プログラム」では、各ステップで説明担当、指導担当、統括、主幹の合意をもって達成と

します。 

•「知識・技能習得プログラム」は、指導薬剤師の定期的な面談の中で、理解度の確認を行います。 

 

●到達目標 

・公務員としての服務規則・倫理規定を正しく説明できる。 

・社会人基礎力に基づいた業務に取り組む姿勢を実践できる。 

•調剤内規など薬剤業務上のルールを、その理論的根拠と共に説明できる。 

•院内採用薬の基本的な医薬品情報を説明できる。 

・正確で迅速な業務を実践できる。 

•業務上の課題や問題点を発見し、解決していくプロセスを実践できる。 

・患者さんや他の医療従事者から信頼される薬剤師像を概説できる。 


